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人権 

人権についての考え方 

日本ユニシスグループは、「グループ・コンプライアンス基本方針」および「日本ユニシスグループ役職員行動規範」において、法令遵守は
もとより、人種、信条、性別、社会的身分、宗教、国籍、年齢、性的マイノリティ、心身の障害などに基づく差別を行わないことを定めて
おり、従業員、サプライチェーン、事業活動を行う地域を含むすべての関係者の人権および多様な文化・慣習を尊重することをめざして
います。 
また、人権や労働などに関する普遍的な原則を支持し実践する「国連グローバル・コンパクト」に 2014 年に署名し、「世界人権宣言」
および「ILO 中核的労働基準」の４分野（結社の自由及び団体交渉権、強制労働の撤廃、児童労働の実効的な廃止、雇用、職
業における差別の撤廃）を支持しています。 
さらに、「ビジネスと人権に関する指導原則」をはじめとした国際規範や原則を参照し、グローバルレベルでの人権尊重の取り組みに着
手しています。 

人権尊重の取り組み 

ハラスメント防止 

就業規則において、セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、マタニティハラスメントを含め、社員の人格を傷つけ、業務、意欲を阻害
させるような行為をしないよう定めています。また、「セクハラ防止ガイドライン」「パワハラガイドライン」を作成し、社内の啓発に努めており、
とくに管理職に対しては、新任管理職全員が必ず受講する研修において事例の共有を行うなど、注力して啓発を行っています。 
実際にハラスメントの疑いがある事象が発生した場合には、従業員が相談できる窓口を複数設置し、対処する体制を整備しています。
人事担当部門に設置された社内相談窓口のほか、匿名・記名を問わず利用可能なコンプライアンス委員会事務局・監査役への直接
の報告・相談ルート(ホットライン)を社内外に設置しており、従業員は、相談、報告の内容に応じて、適切なルートを自身で選択・利用
することが可能です。 
また、これらの報告、相談を行った者（通報者）がそれにより不利益を受けることがないよう、会社は最善の配慮を行うよう定め、通報
者の保護を図っています。さらに、通報者の行為に対して不利益な取り扱いを行った役職員に対しては、懲戒処分などの厳正な対応を
行うよう、「グループ・コンプライアンス基本規程」に明記しています。 

労働組合 

当社グループは、結社の自由と団体交渉権を尊重しており、当社および一部のグループ会社の社員が加入する「日本ユニシス労働組
合」が組織されています。各社と「日本ユニシス労働組合」の各企業支部は、それぞれ安定した労使関係にあり、労使協議会などを通
じ、社員の労働条件などについて定期的に交渉・協議しています。 
2018年度の労働組合加入者割合は、94.9%です。 

サプライチェーンにおける人権配慮 

当社グループは、システム設計、構築、運用・保守ならびにサービス提供における協力会社様、およびお取引先様などの「ビジネスパート
ナー」の皆さまと、信頼関係を強化し、互いの持続的な成長を目指しており、その一環として、人権・労働・環境など各側面の課題にと
もに取り組んでいます。 
協力会社様に対する定期刊行物や協力会社様向け Web サイトを通して、当社グループの人権尊重の方針や取り組みを含め、サス
テナビリティへの取り組み全般についてご説明するとともに、ともに取り組んでいくことをお願いしています。 
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また、当社およびユニアデックスの協力会社様向けにコンプライアンス・ホットラインを設けており、当社窓口および外部窓口（匿名可）
への報告・相談が可能となっています。 
また、紛争鉱物不使用の推進などを含めた「日本ユニシスグループ購買取引行動指針」を制定し、この指針に基づいた調達を目指して
います。主要なお取引先様に対しては、紛争鉱物不使用の確認など関する調査を毎年実施しています。 

児童労働の撤廃に向けた貢献 

「特定非営利活動法人 シャプラニール＝市民による海外協力の会」（以下「シャプラニール」）の「子どもの夢基金」への寄付を通じ、
シャプラニールによる、バングラデシュやネパールなどの東アジア地域における「働く子どもたちを生み出さない社会を目指した活動」を支援
しています。 
参照︓Social-35 「ステナイ生活キャンペーン」を通じた児童労働解消への貢献 

個人情報保護 

当社グループは、個人情報の適切な取り扱いと保護の重要性を認識し､企業にとっての社会的責務として、個人情報保護の基本方
針を定め、当社グループの役員および従業員に周知・徹底を図り、コンプライアンスを重視した企業活動を推進しています。 

1. 日本ユニシスグループ個人情報保護基本方針 >   https://www.unisys.co.jp/com/privacy/group.html 

2. 当社における個人情報のお取り扱いについて >  https://www.unisys.co.jp/com/privacy/index.html#tori   

• 個人情報の取得と利用目的について >      https://www.unisys.co.jp/com/privacy/index.html#tori-1 

• 個人情報の取扱いの委託と共同利用について >     https://www.unisys.co.jp/com/privacy/index.html#tori-2 

• 個人情報の第三者への提供・開示について >    https://www.unisys.co.jp/com/privacy/index.html#tori-3 

• 開示等の請求手続きについて >    https://www.unisys.co.jp/com/privacy/index.html#tori-4 

• 個人情報に関するお問合せ・苦情等のお申出先 >    https://www.unisys.co.jp/com/privacy/index.html#tori-5 

• 当社の所属する「認定個人情報保護団体」の名称及び、苦情の解決のお申出先> 

https://www.unisys.co.jp/com/privacy/index.html#tori-6 

3. 当社ウェブサイト上における個人情報の保護について >       https://www.unisys.co.jp/com/privacy/index.html#web 

• 通信途上での盗聴防止（SSL）について >      https://www.unisys.co.jp/com/privacy/index.html#web-1 

• CookieおよびWebビーコン、アクセスログについて> https://www.unisys.co.jp/com/privacy/index.html#web-3 

• 他のウェブサイトへのリンクについて >    https://www.unisys.co.jp/com/privacy/index.html#web-4 

EU一般データ保護規則（GDPR︓General Data Protection Regulation）への対応 

GDPRは「EU（欧州連合）域内にいる個人の個人データを保護するための EUにおける統一的ルール」であり、2018年 5月 25日
より施行されています。GDPR は EU 加盟諸国に対する法規制ですが、以下のケースに該当する場合は、日本の企業であっても適用
対象となります。 
① EU域内に所在する個人に対する商品またはサービスの提供 
② EU域内における個人の行動管理・モニタリング（例︓広告マーケティング、購買履歴の追跡など） 
③ お客様が EU域内に所在する個人に関する個人データを保有し、その「処理」の委託を受ける場合※ 

※GDPR第 28条「取扱者の義務」のみ適用 

 
当社グループでは、上記の各ケースに対応するため規定を整備し、当社グループの役員および従業員に周知・徹底を図りながら、
GDPR適用対象となる事業案件をチェックする体制やプロセスを整備しています。 

https://www.unisys.co.jp/com/privacy/group.html
https://www.unisys.co.jp/com/privacy/index.html#tori
https://www.unisys.co.jp/com/privacy/index.html#tori-1
https://www.unisys.co.jp/com/privacy/index.html#tori-2
https://www.unisys.co.jp/com/privacy/index.html#tori-3
https://www.unisys.co.jp/com/privacy/index.html#tori-4
https://www.unisys.co.jp/com/privacy/index.html#tori-5
https://www.unisys.co.jp/com/privacy/index.html#tori-6
https://www.unisys.co.jp/com/privacy/index.html#web
https://www.unisys.co.jp/com/privacy/index.html#web-1
file://sits98b.sits.unisys.co.jp/nul_csr$/CSR/20%20%E3%82%B5%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%8A%E3%83%93%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E6%83%85%E5%A0%B1%E9%96%8B%E7%A4%BA%E5%85%B1%E6%9C%89/%E8%B2%A1%E5%8B%99%E9%83%A8/%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B8%E7%94%A8/Cookie%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3Web%E3%83%93%E3%83%BC%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%80%81%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%3E
https://www.unisys.co.jp/com/privacy/index.html#web-4
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当社グループは、我が国における個人情報保護法に則った個人情報保護体制を確立していますが、GDPR についても施行後の執行
状況や個人データ保護を巡る社会動向、当社グループの事業形態の変化に合わせた規程の見直しなどによる適切な対応を実施して
いきます。 
 

プライバシーマーク認証の取得 

（2019年 3月末日現在） 
 日本ユニシス株式会社 
 日本ユニシス・エクセリューションズ株式会社 
 ケンブリッジ・テクノロジー・パートナーズ株式会社 
 ユニアデックス株式会社 
 エス・アンド・アイ株式会社 
 株式会社国際システム 
 株式会社トレードビジョン 
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労働 

人財に対する考え方 

日本ユニシスグループでは、人財は企業における重要な資産（アセット）であり、人財こそ企業の持続的成長と中長期的な企業価値
向上の原動力であると考えています。 
私たちが顧客・パートナーとともに、社会課題の解決に向けたビジネスエコシステムの構築を目指すには、新たなソリューションを生み出し、
プラットフォームを提供していくことが必要です。その実現に向けては、自ら社会課題を発見し、ビジネスエコシステムをデザインできる人財
の育成が不可欠だと捉えています。 
人財に対するこのような考え方のもと、当社グループは「思考変革・スキル変革」「ビジョン・戦略の浸透」「イノベーションの創出」という 3
点を重視した施策に取り組んできました。自力で新規事業創出ができる人財育成プログラムや、社員のチャレンジを重視した人事考課、
働き方改革などです。これらの取り組みを積み重ねた結果、ビジネスプロデュース人財数は増加し、数々の新規事業創出や、外部評
価獲得につながっています。 

人財戦略 

中期経営計画における人財戦略 
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人財戦略を当社グループの中期経営計画における重点施策の一つに位置づけて取り組んでいます。前中期経営計画では、業種・業
態の垣根を越えた連携が必須となる新しい事業モデルやビジネスエコシステムの創出に向けて、社内の縦割り型組織を融合型組織に
変革するなど、いくつかの大胆な施策を実行に移しました。今後は、これまでの取り組みの成果を活かし、周囲の社員を巻き込みながら
業務を遂行できる力、さらには社外の人財も巻き込んでより大きな価値を生み出せる力を持った社員を戦略的に育成していく必要があ
ると考えています。 
中期経営計画ではこの考えに基づき、「風土改革」を掲げています。風土改革は、社内外の環境変化を踏まえた戦略的人事改革を
目的とした「Human Resource Foresight™」、組織・人財改革と働き方改革を進める「Workstyle Foresight®」、ダイバーシティ
を実践・推進する「Diversity Foresight®」、そして、制度や業務プロセスを見直し変革する「Management Foresight®」という 4
つの柱からなり、人財戦略の推進を支えています。風土改革の取り組みを通じて、社員一人ひとりの思考・スキルの変革とビジョン・戦略
の浸透に加え、イノベーションの創出を促すことで、社会課題の解決に直結するビジネスエコシステムの構築を目指しています。 
そのようななか、当社グループは 2016 年度より、人的資本への投資額の経年推移とその内訳を見える化し、年間約 30 億円の投資
を行っています。人的資本への継続的な投資は、時代とともに変化する社会課題を解決していくうえで、決して欠かすことのできないもの
だと考えています。 
 
日本ユニシスグループ 
人的資本投資額の推移    2018 年度人的資本投資額の内訳 

     

取り組み 

戦略的人財改革 

ビジネスエコシステムやプラットフォームを提供し、社会に変革を起こせるような自律性の高い企業組織・風土を目指すには、戦略的に
人事改革を進めることが必要です。そのため、当社では新たな人財改革への取り組みを推進しており、これを「Human Resource 
Foresight™」として、風土改革を構成する柱の一つに位置づけました。イントラパーソナル・ダイバーシティ（「個」の多様性）による持
続的なイノベーションを促す人財をより多く輩出するため、業務遂行における役割（ROLES）を定義することで人財を可視化し、戦略
的なアサイメントや将来を見据えた人的資源の獲得・強化を目指します（人的資本ポートフォリオの変革）。 

健康経営 

当社グループは、当社の企業理念「すべての人たちとともに、人と環境にやさしい社会づくりに貢献します」のもと、人を大切にし、社会に
必要とされる企業グループを目指すとともに、従業員が心身ともに健康であり幸せであることが、高い生産性や豊かな想像力を生み出し
企業の発展につながると考えています。 
当社グループは、会社・健康保険組合が一体となり、従業員の健康に対する関心・取り組み意欲向上と健康増進活動の活発化に努
めてまいります。さらには、本取り組みを活かした事業を通じて、お客様や社会への貢献をはたします。 
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2016 年 4 月にはグループ全体の健康経営戦略を統括する役割として、代表取締役社長がチーフ・ヘルス・オフィサー（CHO）に就
き、健康管理を経営的視点から考え、戦略的に実践することをさらに推進しています。 

施策推進方針 

 『生活習慣病予防』 『メンタルヘルス対策』 『オープンイノベーションの取組活用』の３つをテーマに、「健康増進」「早期発見・対応」
強化による社員の健康増進に取り組んでいます。 

 
 
身体指標に加え、自覚症状、生活習慣、ストレス、パフォーマンスについて多面的な分析を実施しており、PDCA サイクルを回しより効
果的な施策への発展につなげています。 
■主な分析結果 
・肥満や体重増加と最も相関の高い生活習慣は「食べる速度が速い」 
・肩こり・腰痛・眼精疲労・頭痛と最も相関の高い生活習慣は「運動不足」 
・ストレス感と最も相関の高い生活習慣は「夕食が遅い」 ※睡眠不足、朝食抜き、歩行不足、運動不足とも相関 
・パフォーマンス（プレゼンティーイズムおよびアプセンティーイズム）と最も相関の高い症状は「ストレス感」 
・健康ポイントプログラムへの参加者は、健康状態が全体平均よりも良好（肩こり・眼精疲労除く） 
 

従業員の健康推進を促す取り組み 

＜オフィス環境の整備＞ 
•マッサージチェアの設置 
•バランスボールとストレッチチューブの設置 
•血圧計の設置 
•社員相談室の設置 
 
＜健康への意識向上＞ 
•健康ポータルの提供（健康診断結果の閲覧、健康コンテンツの提供） 
•生活改善に向けた健康ポイントプログラムの提供（2018年は 2,300名が参加） 
•各種啓蒙セミナーの開催（2018年は睡眠改善・肩こり腰痛改善・マインドフルネス・代謝アップ・女性の健康など 16回） 
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•社員食堂における健康メニューの提供 
•日本ユニシス実業団バドミントン部とのコラボイベントの実施 
•新入社員向け健康管理オリエンテーションの実施 
•メンタルヘルス・マネジメント検定試験、日本健康マスター検定試験の受験推奨 
 
＜ICTの活用＞ 
主にスタートアップ企業のアプリを活用し、特定症状（肩こり腰痛、肥満、睡眠不足など）の改善を試行しています。また社内事業部
門とも連携しビジネス創出も支援しています。 
 
その他の健康経営の取り組みについては、労働安全衛生の取り組みも参照ください。 
参照︓Social-19 労働安全衛生への取り組みと労務管理 

働き方改革 

方針 

少子高齢化対策やワークライフバランス推進、グローバリゼーションへの対応といった社会的要請を背景に、企業における働き方改革の
推進が拡大しています。当社グループでは、こうした要請に対応した労働環境を整備していくとともに、新たな価値を創造する企業風土
の実現に向けた働き方改革を推進しています。 
具体的には、 
新ビジネス創出や個々人の成長に向け 
個人生活も大切にしながら 
豊かな発想ができるゆとりを持つために 
メリハリのある健康的な働き方を目指す 

ことをビジョンに掲げ、働き方改革の実現に向けた 4 つの分野における施策をグループ全体で展開しています。また、こうした取り組みが
評価され、2018 年 11 月には「テレワーク先駆者百選 総務大臣賞」に認定、また「日経スマートワーク経営調査」において★4.5 を
取得しました。 
働き方改革 4 つの変革 

 

環境変革 

本社ビルのフリーアドレス化を拡大し省スペース化を進め、2018 年度には東京都内に点在する執務場所を本社に集約し、固定費削
減を図るとともにコミュニケーションの活性化を推進しています。 
また、勤務中の移動時間短縮および多様な働き方の実現に向けて都内各所にサテライトオフィスを開設するとともに、都内以外では全
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国各所のシェアオフィスの利用が可能になっています。 
サテライトオフィスの月間利用人数は毎月増加傾向にあり、2019年 8月には利用者数累計 19万人を突破しています。 

価値観・スタイル変革 

仕事における時間の使い方を根本的に見直すことを組織的に行うことで意識変革に繋げ、生産性向上を図ることを目的に、残業ゼロ
の月を 1回以上作る「残業メリハリ活動」を推進しています。 
年間を通じて「残業ゼロ（5時間以下）」の月を 1回以上達成することを目標としており、2018年度の達成率は 100%でした。 
2019年度も本活動は継続しており、時間の使い方（意識）と業務（仕組み）を見直し、考える機会としています。 
また、時間・場所に制約されない働き方の実現を目指し、既存の在宅勤務制度を見直し、全社員を対象としたテレワーク制度を
2017年 10月より展開しています。 
テレワークの拡大に向けた取り組みの一環として、政府の主導する「テレワーク・デイズ」に参加しています。2017 年は豊洲本社勤務者
の約 4 割が参加（期間︓1 日）、2018 年度は豊洲本社勤務者の 6 割以上が参加（期間︓5 日）、2019 年度は東京都内
勤務者 9 割以上が参加（期間︓15 日）し、年ごとに規模を拡大して取り組んでおり、だれもが働きやすい社会の実現を目指してい
ます。 

プロセス変革 

新しい価値創出と風土改革推進に向けた、職場における社員主体のグループ活動として「Foresight in sight活動」を実施していま
す。2018 年度は「2020 年に向けた働き方改革と実践」をテーマに、積極的な活動が行われており、2019 年度も継続して実施して
います。 
また、社内における会議のあり方（会議の種類、頻度、方式など）を見直し、改善を図る活動を推進しています。会議資料は電子化
して事前配布し、会議に要する時間短縮を図るとともにWeb会議や社内 SNSの活用による会議の効率化による生産性の向上を目
指しています。 

システム変革 

働き方改革の各施策を実現する基盤として、ICT活用とインフラの整備を推進しています。具体的には、Web会議の活用によるリモー
トワークシステムの導入・拡大や、イメージホワイトボードを活用した会議の効率化を進めています。 
また、多様な ICT ツール（クラウドファースト（Office 365®）／モバイルファースト（moconavi®）／Skype® for Business／企
業内 SNS など）の活用により、コミュニケーションの促進／生産性の向上を図るとともに、イノベーションの創出につながるオフィス環境の
構築を目指しています。 
その他、スタッフ部門の定形業務の RPA化※、電子承認化、ペーパーレスなども推進しています。 
 
※ RPA化︓Robotic Process Automation (ロボットによる業務自動化） 
＊ Office 365、Skype は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 
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T3（Time to think）活動 

ビジネスサービス部門（技術部門）における働き方改革の一環として、「T3（Time to think）活動」を実施しています。これは、部
門の社員全員が毎週連続した時間を確保し、新ビジネスのアイデア創出やリサーチなど、担当している業務以外のことに自ら取り組む
活動です。また、活動のための時間を生み出すために不要な会議や資料作成などの棚卸しを行い、社員一人ひとりがそれらの削減・廃
止に向けた業務の見直しを図ることも目的としています。2016年より導入した本活動は、新たな思考の醸成と業務効率化を推進する
ための取り組みとして定着しています。 

組織・人財改革 

当社グループは「顧客・パートナーと共に社会を豊かにする価値を提供し、社会課題を解決する企業」を目指しています。この実現のた
め、「ビジネスモデルの変革」、「スキル変革」を進め、「チャレンジを推奨する風土改革」「日本ユニシスグループの持続的競争優位の源
泉となる人的資源の強化」に取り組んでいます。 

エンゲージメントマネジメント 

企業が新しいビジネスモデルをデザインし、社会に提供していく組織的な能力を最大限に引き出すためには、社内の各部署が自律的に
PDCA を回し、社員のエンゲージメントを高めていくための仕組みづくり・組織づくりが重要と考えます。 
当社では、全グループ社員を対象に従業員意識と組織課題を可視化する目的で定期的にエンゲージメントサーベイを実施し、組織づ
くりに活用しています。2018年度の回答率は 93.0%でした。 
サーベイ実施後は、経営陣も含めてサーベイ結果を分析し、分析結果と外部コンサルタントのアドバイザリーのもと、各部門の責任者が
自組織の課題およびアクションプランを設定します。さらに、特定部門を対象とした月 1 回の定例ワークショップやサーベイなどを実施し、
アクションプランの進捗をモニタリングしています。2018 年度は、組織長を中心に組織風土変革に向けたアクションプランを推進すること
により、エンゲージメント度合いを測る指標「エンゲージメントスコア（ES）」が大幅に向上しました。2019 年度においては、さらなるエン
ゲージメント向上に焦点を当てたプログラムを継続しながら、組織牽引力のあるマネジメント人財の育成を図っていきます。 

人財育成 

人財育成方針 

1.社員一人ひとりの"employability"（企業で継続的に雇用され得る能力）を高め、会社と社員双方の成長を実現する。 
2.人財育成の基本は、OFF-JT(*1)、OJT(*2)、OCT(*3)および自己啓発である。 
会社は、社員個人が成長を感じられる経験の場（OJT）と挑戦の機会（OCT）を提供するとともに人財育成を支援・促進するため、
長期的見通しに立ち計画的・体系的かつ継続的に行われる人財育成諸施策（OFF-JT︓自己啓発の支援）を実施する。 
3.人財育成は採用、育成、活用、評価・処遇、配置など一連の人事諸制度および人事諸施策との有機的な連携のもとに実施する。 
*1:OFF-JT:OFF the Job Training 
*2:OJT:On the Job Training 
*3:OCT:On the Chance Training（能力開発や経験蓄積を目指した挑戦機会の提供。具体的には、経営視点に立った課題を
検討し提言する活動や、新規事業創出を狙ったビジネスプラン検討の場などに取り組んでいる)   
 

ビジネスプロデュース人財の育成 

ビジネスエコシステムの創出を目指し、事業創出に関連する専門性を持つ人財としてビジネスプロデュース人財を定義し、育成を推進し
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ています。その一環として、新事業を生み出す人財を発掘し育成することを目指す人財育成プログラム「NextPrincipal」プログラムを
2010年度より毎年実施しており、2018年度までに延べ 322人が受講しています。 
当該プログラムの一つである、新規事業創出を担う人財育成と実際の事業創出を目的とした「アクセラレーションプログラム」では、2017
年度にインド・バンガロールのスタートアップスクール「Commence-Mint」、2018 年度にはデジタルビジネス・イノベーションセンター
（DBIC）が主催するシンガポールでのイノベーションプログラムにそれぞれ 2 名の社員を派遣しました。外部との人財交流により相互に
刺激し合うことで、派遣された社員が自身の知見・スキルを伸ばすとともに、本プログラムを通じて得たスキルやアイデアを当社のビジネス
として展開することを目指しています。 
 

経営後継者輩出に向けた取り組み 

最高経営責任者の選定プロセスの透明性を確保するため、独立社外取締役が参加する指名・報酬委員会において、「最高経営責
任者の後継者に関する計画（サクセッション・プラン）」を審議し、取締役会に報告しています。サクセッション・プランにおいて、計画とと
もに、当社経営者に求められる重要な資質として、真摯さをベースとした 7 つのコンピテンシを定義しました。 
必要な要件 

 
 
７つのコンピテンシ 
 
1) 先見性・ビジョン構築力（foresight） 
2) 洞察力・本質を見抜く力（insight） 
3) 決断力（determination） 
4) 改革力（innovation） 
5) 情熱・発信力（passion） 
6) 実行・完遂力（execution） 
7) 多様性の受容・適応力（diversity & inclusion） 
 
 

サクセッション・プランのもと、経営後継者輩出のためのパイプライン施策の一つとして「経営リーダープログラム」を企画・実施しています。
本プログラムでは、社内外経営者との対話セッションなどを通じて当社経営者として求められる７つのコンピテンシを習得するとともに、ア
セスメントをもとに後継者候補層の人財プールを確立することを目指しています。 
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キャリアパス（能力開発の指針） 

当社グループでは、経営ビジョンを踏まえたキャリアパスをもとにした人財の採用、育成、配置に関わる諸制度・施策を整備・運用してい
ます。（日本ユニシス CDP︓Career Development Program） 
日本ユニシス CDP の前提となる能力開発の指針をキャリアパスと呼び、時代の変化に合わせて拡充しています。ビジネスエコシステムの
構築を目指し、2017年度から事業創出に関連する専門性の種類として新たに「ビジネスプロデュース」を設定しました。 
 
キャリアパスにおける発達段階 

 
 
キャリアパスでは、幅広い専門性・マネジメント力・創出力を持ち合わせた人財となることを推奨しており、これに合わせたキャリアデザイン、
育成プログラムの展開を進めています。 
 

育成プログラム 

社員自らが価値創造しビジネスエコシステムをデザインする力を高めるため、各研修プログラムを、ビジネスエコシステムを構築するアーキ
テクチャー（4-LAB®︓4-Layer Architecture for Business／フォーラボ)に即した新たな人財育成体系として整備しています。 
各レイヤーのアセット（技術・業務ノウハウ・サービス・アイデアなど）を強化する研修に加え、階層別研修やダイバーシティ・マネジメント
など、全社員を対象とした研修をアセット共通としています。 
この他、社員の能力開発手段は、自社で学ぶ研修に加えて、異業種交流などの外部研修・セミナー、e ラーニングによる自己学習など
多岐にわたります。 
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4-LAB に即した人財育成体系 

 

ダイバーシティ推進 

方針 

当社グループは、次の 4 つの方針を Diversity Foresight®と名づけ、多様な個性を持つ社員がそれぞれの力を十分に発揮し、個人
の能力を最大限に発揮できる企業環境を目指してイノベーションが起こりやすい風土の醸成に努めます。 
 
【Diversity Foresight®】 

1.多様な人財の採用・活用・活躍支援 
2.ダイバーシティを受容する風土の醸成 
3.多様な人財によるビジネスエコシステム創出 
4.女性管理職比率 10%達成（2020年度） 

 
また、「日本ユニシスグループ役職員行動規範」に明記する通り、人権および多様な文化・慣習を尊重し、人種、性別、年齢、信条、
宗教、国籍、性的マイノリティ、心身の障害などによる差別を行いません。 
 
日本ユニシスグループ役職員行動規範> 

https://www.unisys.co.jp/com/corporate_code_of_conduct.pdf 

重要性と社内浸透 

ダイバーシティ推進は、トップメッセージおよび中期経営計画において重要な施策であることを表明しており、マテリアリティ(サステナビリティ
重要課題)のひとつでもあり、取り組み指標および目標を設定して取り組んでいます。 
また、年に 1 回開催する「ダイバーシティ・トップ・セミナー」などを通じて、社長自らが全グループ社員に向けてダイバーシティ推進に対する
取り組みなどを発信しています。 
参照︓Sustainability - 1 トップメッセージ 
参照︓Sustainability - 9 マテリアリティ（サステナビリティ重要課題） 

https://www.unisys.co.jp/com/corporate_code_of_conduct.pdf
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中期経営計画 > 

http://www.unisys.co.jp/com/pdf/plan_2018-2020.pdf 

推進体制 

2013年 10月にダイバーシティ推進室を設置し、女性活躍、障がい者雇用、育児・介護などの両立支援を推進しています。ワークライ
フバランスを支援するための施策はもちろんのこと、多様な人財が、それぞれのキャリアを向上させ、ビジネスに貢献できるような環境を整
備し、必要な支援を積極的に行っています。 

ダイバーシティ・マネジメント 

ダイバーシティ推進にまず必要なのは、管理職の理解とダイバーシティ・マネジメントの実践です。そのため、テーマ別（育児・介護・女性
活躍など）および階層別に管理職を対象としたダイバーシティ･マネジメントに関する研修を行っています。また、当社グループ社員を対
象としてダイバーシティの意義を理解するための e ラーニングや、当社グループのすべての役員、管理職、一般社員を対象として年１回
社外の有識者を招き「ダイバーシティ・トップ・セミナー」を開催しています。 
 
主なダイバーシティ・マネジメントの施策 
ダイバーシティ・トップ・セミナー 当社グループのすべての役員、管理職、一般社員対象のセミナー。ダイバーシティ推進啓発

のために社外著名人・有識者による講演の聴講後、社長および担当役員自らが自社の取
り組みについて社員に説明 

ダイバーシティ・マネジメント研修 上級管理職対象の必須研修。組織運営と多様な人財の戦力化・評価・登用を目的とし
ワークショップ形式で年 1回開催 
管理職対象の必須研修。部下に対する具体的な指導・評価の方法を理解することを目的
とし、ロールプレイやディスカッションを取り入れた実践的な研修を年 1回開催 

女性の活躍推進 

社会要請と当社戦略の両面から、ダイバーシティ推進の中でも特に女性の活躍推進を最優先課題ととらえています。 
当社の育児休職復職率は、毎年 95%以上と高い水準を 10 年以上継続しており、平均勤続年数の男女差も少なく就業継続の風
土はすでにできています。「2020 年にダイバーシティを活用したビジネスエコシステムを創出する企業になること」をビジョンとして積極的に
女性活躍を推進しており、当社の女性管理職比率は 2015年度の 3.2%から 2019年 4月には 7.4%に向上しています。 
女性活躍推進法に基づく当社の自主行動計画には、「2020 年に女性管理職比率を 10%にする」という目標を掲げていますが、単
に管理職を増やすことが目的ではなく、女性社員の人財パイプライン（各層に上位へ昇格、管理職へ昇進する適正数の候補者が常
に存在し、その中から然るべき人財が昇格・昇進する状況）の形成を目指し、女性社員の育成をはじめとした各施策に取り組んでいま
す。 
また、2015年度より新卒女性採用比率 40％以上を目標としており、直近 3 か年は 40%以上を維持しています。 
 
女性の活躍推進に関する情報は、厚生労働省の「女性の活躍推進企業データベース」に公表しています。 
厚生労働省「女性の活躍推進企業データベース」 > 

http://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/ 
    
制度面の整備とともに、女性社員を中心としたネットワークを展開しています。 
社内においては、社内 SNS による交流やランチタイムを利用したオフサイトミーティングの開催や、社内で活躍する女性社員をロールモ

http://www.unisys.co.jp/com/pdf/plan_2018-2020.pdf
http://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/
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デルとして、社内イントラにてインタビュー形式で紹介しています。 
社外とのネットワークも広がっており、本社所在地である豊洲エリアの IT 企業のダイバーシティ推進担当者によるネットワーク「WITTy
（Women in IT in  豊洲）」に 2013年の設立当初より参加し、女性活躍関連イベントの共催を通じた情報交換や課題の共有
を行っています。 
 
主な女性活躍推進施策 
ダイバーシティ育成プログラム 若手・中堅・管理職候補の 3 コースに分かれ、研修・OJT・ネットワーキングを要素として実施 

女性社員のネットワーク 全グループの女性社員を対象とした社内 SNS および社外イベントへの参加 

育児休職中のキャリア開発支援 育児休職中の e ラーニングや通信教育の受講と補助金の給付 

育児休職ワークショップ 育児休職者、復職者向けの復職後の働き方・キャリア構築セミナー（夫婦参加型）を開催 

産休・育休者面談 産休・育休前および復職後の 3者面談（本人・上司・ダイバーシティ推進室担当者）を開催 

※ その他 相談窓口あり 

障がい者雇用と活躍推進 

当社の障がい者雇用率は、2019年 3月 31日時点で 2.3%となっています。 
障がい者の活躍支援については、これまで積極的に取り組んでおり、2011 年度から盲導犬の受け入れを開始し、盲導犬ユーザーの
社員が安心して業務に集中できる環境を整えています。 
当社グループの障がい者雇用の維持・拡大を目的に 2018年 2月に設立した NUL アクセシビリティ株式会社は、2019年 2月に当
社の特例子会社として認定を受けました。ICT を活用した完全在宅型の勤務制度の採用により、これまで通勤困難が理由で企業へ
の就職ができなかった障がいをもつ方々の就業を可能とし、2018 年 4 月に雇用した 5 名の社員は同社の主業務である Web アクセ
シビリティ検査の検査員として活躍しています。 
NULアクセシビリティ株式会社 > 

https://nul-acc.co.jp/ 

LGBTなど性的マイノリティに関する取り組み 

当社グループでは、性的指向や性自認にかかわらず、すべての人財が活躍できる環境づくりを目指しています。「日本ユニシスグループ役
職員行動規範」において、LGBTに代表される性的マイノリティに対する差別を行わない旨を明記しており、セミナーの開催や、全グルー
プ社員受講必須のeラーニング、メールマガジンなどにおいて正しい知識の習得と理解促進に取り組んでいます。また、社内の支援者を
増やす取り組みとして、オリジナルのAlly（アライ）シールを作成し、希望者へ配付しています。 

  

https://nul-acc.co.jp/
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多様な働き方（ワークライフバランスの実現）を支える仕組み・制度 

当社グループでは、多様な属性や制約をもった社員も含め、一人ひとりが、個人の生活やライフステージにおけるさまざまなニーズに合っ
た多様な働き方を選択可能にすることで、モチベーションを高く保ちながら働くことができるようにしています。社員は自身のキャリア継続、
キャリア構築を見すえながら自己啓発を怠らずに、その時期に合った働き方を自律的に選択します。それぞれの組織の中では、互いがワ
ークライフバランスを実現できるように補完し合って、チームとして最大の成果を上げられるように努めています。 

 
＜介護支援制度＞ 
社員の勤続年数が長い（2018 年度末の平均勤続年数︓21.0 年）当社グループでは、職務の重責を担う 40 歳代以上の社員
が親や配偶者の介護に直面する可能性が高く、男女を問わず働きながら介護に関わることが想定されます。そのような人生の一大事に
対しても会社として柔軟な制度を用意していることは、社員にとって大きな安心につながります。 
当社は、法令を上回る介護に使用できる制度を有しており、介護休職や介護休暇（介護対象一人につき年間 12 日の休暇と、最
大 60日まで年休残を積み立てた積立特別有給休暇）、1日 2時間まで勤務を短縮できる短時間勤務など用途に合わせて利用さ
れています。また介護の実態・意識調査を実施し、介護への備えや業務との両立に関する介護セミナー開催や介護ハンドブック配布な
どの施策を展開しています。 
主な介護支援制度・施策 
介護休職 介護対象 1人につき 1年まで（複数回取得可能） 

介護休暇 （1）積み立て特別有給休暇を半日単位で利用 

（2）介護対象一人につき 12日/年 

フレックスタイム 月内で勤務時間数の過不足を清算。コアタイムあり 

カウンセリング 職業家庭両立アドバイザー、社員相談室、外部カウンセリングに随時相談可能 

短時間勤務 2時間/日まで 

介護セミナー 年 1 回開催、全グループ社員対象、社外の有識者による仕事と介護の両立を目的とした
講演 

ダイバーシティ・マネジメント研修
（介護編） 

年 1 回開催、管理職必須研修。介護に携わる部下のマネジメントと管理職自身の介護へ
の備えのために開催 

介護ハンドブック 40歳以上の全グループ社員、管理職に配布 

 
＜子育て支援制度＞ 
社員の仕事と子育ての両立のため、当社グループでは必要な制度や支援を整えています。育児休職からの復職者を対象としたワーク
ショップでは、有識者からのアドバイスや先輩から実利的なノウハウを得て、復帰のウォーミングアップおよび復職後のキャリア構築の一助と
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なるよう図っています。 
休職中にもキャリアを維持し最新の情報に触れるために、希望者は社内 LAN に接続して学習や情報収集することも可能です。 
育児休職復職率は毎年 95%を超える状況が 10年以上続いており、育児と仕事の両立は、当社グループにおいてはすでにあたりまえ
のこととなっています。 
近年は育児休職を取得する男性社員も増加しており、2018年度の男性社員の育児休職取得率は18.0%に達し、平均取得期間
は 73日となっています。また、社内 SNS による育児に取り組む男性社員同士の交流の輪が広がっています。 
主な育児支援制度・施策 
産前産後休職 最長 9 ヶ月 

育児休職 最長子どもが 2歳になるまで取得可能（分割取得可能） 

短時間勤務 2 時間/日まで。「育児期間」として子が最長小学 6 年生まで、「養育期間」として病気・障
がいなどの中高生の養育を想定し子が 18歳まで取得可能 

妻の出産休暇 男性社員を対象に、特別有給休暇を 2日まで取得可能（分割取得可能） 

男性社員のネットワーク 全グループの男性社員を対象とした社内 SNS 

育児休職中のキャリア開発支援 育児休職中の e ラーニングや通信教育の受講と補助金の給付 

育児休職ワークショップ 育児求職者、復職者向けの復職後の働き方・キャリア構築ワークショップ（夫婦参加型） 

産休・育休者面談 産休・育休前および復職後の 3者面談（本人・上司・ダイバーシティ推進室担当者） 

その他 フレックスタイム、積み立て特別有給休暇（残った年次有給休暇のうち翌年度に持ち越せ
ない分を 60 日分まで積み立てられ、私傷病、介護、育児、社会貢献などによる休暇を貼
日単位で使用できる制度）などの併用も可能 

 
＜テレワークの推進＞ 
当社グループは、中期経営計画の一環で「働き方改革」（Workstyle Foresight®) を推進し、多様な働き方に対応した環境の整
備（フリーアドレスの導入、サテライトオフィスの設置・運用、シェアオフィスの使用開始）を推進しています。 
2008 年度から実施してきた在宅勤務制度を、新たに“Smart-Work”（在宅勤務制度）として、月単位で実施を選択できる柔軟
な制度に改定しました。 
さらに 2017年度からは、時間・場所に制約されない働き方の実現を目指し、全社員を対象としたテレワークを展開しています。 
社員が適切なワークスタイルを選択することにより生産性を向上させ、さらに余暇や家族との時間的なゆとりをもたらすことを目指していま
す。 
＜カウンセリング体制の整備＞ 
社員からの相談内容は育児・介護と仕事の両立、キャリアの選択、能力向上、人間関係など多岐にわたります。社内に常駐するアドバ
イザー、外部の専門家カウンセラーに面談/e メール/電話で相談することができます。また、24 時間対応可能な外部相談窓口に匿名
で相談もでき、問題の早期発見と解決を図っています。 
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ダイバーシティに関する認定や受賞 

女性活躍推進をはじめとしたさまざまなダイバーシティの取り組みについて、外部より評価されています。 
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業務プロセス・制度改革 

当社グループは、ビジョンや戦略に対する実行力が高い組織へと自らを変革するため、営業プロセス改革、パイプライン管理の浸透など、
社内のルール・制度全体を見直すマネジメントに正面から取り組んでいます。また、目的・目標の設定から逆算していくマネジメントスタイ
ルの定着や、経営陣と社員のコミュニケーション強化に取り組み、組織文化の改革にも着手しています。そのようななか、目標を確実に
達成するため、「Visualized Management Method（VMM®）」というマネジメント手法を導入・展開しています。VMM®の特徴は、
達成時の明確なゴールを設定し、バックキャスティングで KPI を決定します。また、モニタリングボードで達成状況を可視化・共有するだけ
でなく、コーチングにより行動変容を促すことで、着実に KPIを実践し目標達成につなげます。加えて、2018年度は、業務プロセスの可
視化および効率改善に向けてグループ全体で利用できるフレームワーク「Visualized Process & Resource Management 
Method （VPMMTM）」を策定しました。本フレームワークを活用して、2019年度はさらなる展開を目指します。 
 
 

労働安全衛生と労務管理についての考え方 

当社グループは、人財こそ当社グループの最も重要なアセットであるという認識のもと、雇用者の責務として従業員の人権を尊重し、職
場における安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成に努めています。関連の法令遵守はもちろんのこと、労働環境に対する社会
的関心の高まりや、国際的な原則も考慮したうえで、人権侵害、労働災害や健康障害を未然に防ぐ取り組みを推進し、従業員が将
来にわたり心身ともに健康で、安心して働ける職場づくりを目指しています。 
また、当社グループは、「国連グローバル・コンパクト」に 2014 年に署名し、「ILO 中核的労働基準」の４分野、結社の自由及び団体
交渉権、強制労働の撤廃、児童労働の実効的な廃止、雇用、職業における差別の撤廃を支持しています。 
雇用・職場においては、「グループ・コンプライアンス基本方針」および「日本ユニシスグループ役職員行動規範」に定める通り、人種、信
条、性別、社会的身分、宗教、国籍、年齢、性的マイノリティ、心身の障害などに基づく不当な差別は行いません。 
なお、労働基準に関する法令や会社方針については、就業規則などの配布、社内ホームページへの掲載、e ラーニングなどによる啓発
を通じ、国内外の従業員に周知を図っています。 
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労働安全衛生への取り組みと労務管理 

衛生委員会 

当社グループでは、労働安全衛生法に基づき、該当する事業場ごとに衛生委員会を定期的に開催しています。委員会では、 
(1) 社員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関する事項 
(2) 社員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関する事項 
(3) 労働災害の原因および再発防止対策で、安全衛生に係わるものに関する事項 
(4) 上記のほか、社員の健康障害の防止および健康の保持増進に関する重要事項 

などについて調査・審議が行われており、必要に応じて会社に対して意見を述べています。 

健康診断の実施 

法定の健康診断項目に、年齢別に便潜血検査などの検査を追加した定期健康診断を実施し、結果を PC やスマートフォンで参照で
きるシステムの提供により、診断結果の正しい理解と健康意識の向上を図るとともに、精密検査や医療機関受診の勧奨を行っていま
す。 
また、日本ユニシス健康保険組合との連携により、がんの早期発見に向けて、婦人科健診や、人間ドック、脳ドック受診料を補助する
制度を設けています。 
2018年度の定期健康診断受診率は、100%（日本ユニシス）でした。 

健康管理室と社内診療所の開設 

社内診療所を設置し、内科、精神科、皮膚科の診療を行っています。法定健康診断、エコー検査も実施可能で、放射線室、薬局、
休養室などの設備もあり、社員が生涯に亘って安心して働ける環境を整えています。 
2016年度より新たに禁煙外来を開始しています。なお、喫煙者は、2015年度 26.0%から 2018年度 24.3%と減少傾向です。 
健康管理室を設置し、保健師が随時健康相談を行っており、診察が必要と判断した場合には、診療所と連携して治療にあたる体制
を整えています。 
また、社員へ季節性インフルエンザ予防注射の接種を推奨し、毎年 11月頃に本社支社店内で接種を実施しており、あわせて社員家
族への接種費用補助を行なっています。 

過重労働による健康障害防止対策 

次のような対策を行っています。 
 労働安全衛生法に基づく医師による面接指導基準よりも安全な基準を制定し、過残業者臨時健康診断を実施しています。ま

た、過残業者の多い組織には産業医と保健師が出向くなど、受診率の向上を図っています。 
 労働安全衛生法に定められた事後措置（就業場所の変更、労働時間短縮など）に加え、社内診療所の医師（内科医・精

神科医）とも連携して疾病の早期発見に努めています。 
 「過残業レスキュー隊」を設置し、人事労務およびプロジェクト管理の観点から、問題となりそうなプロジェクト、個人の特定に注力

しています。 
 プロジェクトの進捗管理レビューの際のレビュー対象として「労務実績」を取り入れています。 

年次有給休暇取得推進 

「働き方改革」を推進する指標のひとつとして、2018 年度からは、独自基準による年次有給休暇取得率 80%の達成を掲げています。
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余暇を確保しワークライフバランスを実現することにより、心身の健康維持・向上を図っています。  
2018年度の有給休暇取得率は、87.3%でした。 

メンタルヘルス対策 

次のような対策を行っています。 
 セルフケア（社員自らが行うストレスへの気づきと対処） 
 ラインによるケア（管理監督者が行う職場環境などの改善と相談） 
 事業場内産業保健スタッフなどによるケア（産業医・精神科医などによる専門的ケア） 
 事業場外資源によるケア（専門機関によるケア） 
 ストレスチェックの実施（高ストレス者へのフォロー・組織分析の活用） 
なお、当社グループのマテリアリティ（サステナビリティ重要課題）のひとつ「健康経営の推進」の指標として、高ストレス保有者数、
2016年度対比で 80%以内（2021年度末）を目標としています。 
2018年度は、2016年度比 93.8%でした。 

ハラスメント防止 

就業規則において、セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、マタニティハラスメントを含め、社員の人格を傷つけ、業務、意欲を阻害
させるような行為をしないよう努めることを定めています。また、「セクハラ防止ガイドライン」「パワハラガイドライン」を作成し、社内の啓発に
努めており、とくに管理職に対しては、新任管理職全員が必ず受講する研修において事例の共有を行うなど、注力して啓発を行ってい
ます。 

賃金管理 

労働基準法などの各種法令や労働組合との労働協約に基づき、賃金、諸手当、賞与、退職金などについて社内規程を定め運用を
行っています。最低賃金、法定給付、超過勤務などの賃金関連法令を遵守し、決められた支払い期間と時期で給与明細または電子
データによる通知を行い、直接、従業員へ賃金を全額支給しています。また、国籍や信条、社会的身分、性別などによる格差はありま
せん。 

福利厚生 

生活の基盤である住宅関連として、独身寮・転勤社宅と住居費補助の制度を設けています。また生活の安定を目的とし、扶養家族
の人数に応じて支給する家族手当の制度もあります。その他、積立貯蓄・財形貯蓄制度や社員持株会、互助組織である福祉会など
社員が安心して生活を送ることができるように様々な制度を設けています。 

従業員相談窓口の設置 

人事担当部門に設置された社内相談窓口と、匿名・記名を問わず利用できるコンプライアンス委員会事務局・監査役への直接の報
告・相談ルート(ホットライン)を社内外に設置し、従業員は、相談、報告の内容に応じて、適切なルートを自身で選択することができま
す。 
また、これらの報告、相談を行った者（通報者）がそれにより不利益を受けることがないよう、会社は最善の配慮を行うよう定め、通報
者の保護を図っています。さらに、通報者の行為に対して不利益な取り扱いを行った役職員に対しては、懲戒処分などの厳正な対応を
行うよう「グループ・コンプライアンス基本規程」に明記しています。 



Social - 21 

労働組合 

当社グループは、結社の自由と団体交渉権を尊重しており、当社および一部のグループ会社の社員が加入する「日本ユニシス労働組
合」が組織されています。各社と「日本ユニシス労働組合」の各企業支部は、それぞれ安定した労使関係にあり、労使協議会などを通
じ、社員の労働条件などについて定期的に交渉・協議しています。 
2018年度の労働組合加入者割合は、94.9%です。 
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人財データ 

 

●雇用・ダイバーシティ・労働時間

男性 6,712 6,519 6,381
女性 1,276 1,298 1,359
合計 7,988 7,817 7,740
男性 6,597 6,392 6,250
女性 1,202 1,228 1,275
合計 7,799 7,620 7,525
男性 115 127 131
女性 74 70 84
合計 189 197 215
男性 3,441 3,431 3,521
女性 720 759 829
合計 4,161 4,190 4,350
男性 20.2 20.9 21.4
女性 17.8 18.2 18.6
全体 19.7 20.4 21.0
男性 45.2 45.9 46.4
女性 41.9 42.3 42.8
全体 44.6 45.2 45.7

78.10% 85.60% 87.30%

1.99% 2.04% 2.33%

4.35% 5.15% 5.00%

4.86% 6.61% 6.30%
男性 93 88 98
女性 44 62 79
合計 137 150 177
男性 95 57 81
女性 8 26 20
合計 103 83 101

2.07% 2.48% 2.57%

1,812 1,801 1,807

16.5 16.1 15.9

 学部卒 215,000 220,000 220,000
 修士卒 240,300 245,300 245,300

7,701,404 7,936,567 8,254,402

 中途

2018年度2016年度 2017年度

 従業員数 （人）  日本ユニシス単体

 平均勤続年数 （年）

 平均年齢 （歳）

 日本ユニシス単体

 日本ユニシス単体

項目

 アジア

 連結グループ 連結従業員数（人）

地域別連結
従業員数（人）

 日本

集計範囲

 連結グループ

 連結グループ

 一人当たりの平均年間労働時間数（時間）

 有給休暇取得率 （％）

 障がい者雇用率 （％）

日本ユニシス単体
 平均年間給与 （円）

 日本ユニシス単体

 連結グループ（※1）

 連結グループ（※1）

 一人当たりの平均月間残業時間数（時間／月）

 初任給（※3）（円）

 女性管理職比率（％）

 女性管理職比率（％）

 離職率 （％）

 採用人数（人）

 新卒

 連結グループ（※2）
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●ワークライフバランス

男性 0 0 0
女性 63 52 54
合計 63 52 54
男性 15 29 35
女性 110 109 102
合計 125 138 137
男性 8 14 21
女性 201 223 248
合計 209 237 269
男性 201 264 282
女性 165 199 195
合計 366 463 477
男性 1 3 4
女性 2 3 2
合計 3 6 6
男性 1 2 5
女性 7 6 11
合計 8 8 16
男性 11 24 33
女性 40 48 33
合計 51 72 66
男性 100% 100% 100%
女性 100% 97% 97%
全体 100% 97% 99%
男性 11 24 33
女性 40 48 33
合計 51 72 66
男性 100% 100% 100%
女性 100% 100% 100%
全体 100% 100% 100%
男性 99 79 63
女性 2 4 9
合計 101 83 72

 再雇用制度利用者数（人）

 育児休職定着者数（人）

 育児休職定着率（％）

2017年度2016年度集計範囲 

 産休取得者数（人）

 育児休職取得者数（人）

連結グループ（※1）

連結グループ（※1）

項目

連結グループ（※1）

連結グループ（※1）

 介護休職取得者数（人）

 介護時間取得者数（人）

連結グループ（※1）

2018年度

 育児時間取得者数（人）

 介護休暇取得者数（人）

 育児休職復職者数（人）

 育児休職復職率（％）

連結グループ（※1）

連結グループ（※1）

連結グループ（※1）

連結グループ（※1）

連結グループ（※1）

連結グループ（※1）
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●従業員教育
項目 集計範囲 2016年度 2017年度 2018年度

従業員一人当たりの年間研修時間数（時間） 連結グループ（※1） 60.6 63.8 62.7

●労働安全衛生
項目 集計範囲 2016年度 2017年度 2018年度

労働災害発生件数（件） 連結グループ（※4） 10 12 3

●労働組合
項目 集計範囲 2016年度 2017年度 2018年度

労働組合加入者数（人）（※5） 5,634 5,500 5,268
労働組合加入者割合（％） 94.48% 94.68% 94.90%

※1︓日本ユニシス（株）、ユニアデックス（株）
※2︓日本ユニシス（株）および国内連結子会社
※3︓各年度の4月基本給実績
※4︓2017年度以降は日本ユニシス（株）、ユニアデックス（株）、日本ユニシス・エクセリューションズ（株）
　　   2016年度以前は日本ユニシス（株）、ユニアデックス（株）、日本ユニシス・エクセリューションズ（株）、 日本ユニシス・ビジネス(株)
※5︓各年度の3月1日時点の加入者数

連結グループ（※1）
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お客様に対する責任 

製品・サービスの品質保証 

製品・サービスの品質保証に対する考え方 

社会インフラとしての情報システムに求められる品質レベルがこれまでより高くなっているなか、日本ユニシスグループでは、高品質の商品、
サービスを提供するために品質保証の体制・仕組みを構築・整備しています。 この体制・仕組みを通じて、当社グループはソフトウェア、
ハードウェア、サービスについて徹底した品質保証を行い、「システムやサービスの提案、開発から保守・運用まで安心して任せられる企
業」をめざしています。 
また当社グループは、「ICTを活用したレジリエントな社会インフラの構築」をマテリアリティ（サステナビリティ重要課題）のひとつとしていま
す。社会から求められる安定稼働の実態を測る指標として「オンライン稼働率 99.990%以上」を目標としており、2018 年度実績は、
99.992%でした。 

ISBP（Information Services Business Process）による品質管理 

ISBP（Information Services Business Process）は、高品質なシステムを提供するためにシステム開発で必要な作業をまとめ
た、当社グループの標準業務プロセスです。業務プロセスは、３つのサブプロセスで構成しています。 
 エンジニアリングプロセス︓ お客様の要求に適した開発の手段を提供します。 
 プロジェクト管理プロセス︓ プロジェクトの状況を見える化しコントロールします。また、その状況をお客様と共有します。 
 品質保証プロセス︓ 正しい手続きでシステムが作られていることを各工程で確認し保証します。 
 
ISBP で規定するビジネス審査委員会は、商品・サービス提供に関する重要事項を審議・評価しています。 
 
（参考）コーポレートガバナンス体制 

 
  



Social - 26 

開発から運用・保守・アウトソーシングサービスにおける品質保証プロセス 

 

 

開発プロジェクトにおける品質保証プロセス 

お客様のシステムを開発する場合の品質保証プロセスでは、開発プロジェクトのメンバーによる品質管理活動だけでなく、プロジェクトの
外側からプロジェクトが健全に運営されているか、成果物の品質が保たれているかを、継続的かつ組織重層的に確認、必要に応じ是正
措置を講じています。 
 

運用・保守サービス、アウトソーシングサービスにおける品質保証プロセス 

お客様のシステムの開発が終了したあとも、お客様が安心してシステムやサービスをご利用いただけるよう、お客様から運用管理を委託
された運用・保守やアウトソーシングサービスなどにおいて、サービスの品質が保たれていることを継続的に確認しています。 
さらに、当社の品質保証部門では、上記サービスを実施しているシステムに対し、経済産業省から公表されている「情報システムの信頼
性向上に関するガイドライン」をベースに、当社独自の障害未然防止策を取り込んだ「システム点検チェックリスト」を使用して、定期的に
システムの健全性を確認し、障害の未然防止を図っています。 
 

システムトラブルへの対応 

当社グループでは、万が一お客様で発生した障害に対して、発生した段階での社内関連部署への迅速な情報伝達、的確なお客様へ
の的確な初動対応と報告、その後の状況フォローといった障害管理が重要と考えています。 
このため、お客様より運用管理を委託されているシステムに対し、経済産業省ガイドラインならびに IPA/SEC の定義に準拠し、上記の
障害管理を高品質で迅速に実施するために、障害報告システムを運用しています。 
また、障害報告システムに蓄積された障害情報は随時分析し、必要に応じ防止策の横展開を実施しています。 
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品質マネジメントシステム（ISO9001）認証の取得 

官公庁・自治体向けパッケージソフトウェアの設計・開発およびサービス(納入品の保守)提供において、ISO9001 の認証を取得してい
ます。当社グループのシステム開発業務は、社内ルールである ISBPによって標準化されており、すべての業務について、ISO9001の認
証と同等の品質のシステム開発を行える仕組みを整えています。 
 

顧客満足度向上への取り組み 

当社グループは、日常の活動を通して直接頂戴するお客様の声や、開発システムの稼働後に行っている「お客様満足度調査」でのアン
ケートご回答や、コールセンターに寄せられるお客様の声を真摯に受け止め、その貴重なご意見をグループ各社・各部門の改善活動へ
着実につなげています。 
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バリューチェーン全体で果たす社会的責任 

日本ユニシスグループが事業活動を通じて社会的責任を果たしていくうえで、「ビジネスパートナー」となる協力会社様、お取引先様各
社との連携は不可欠です。当社グループの事業活動のバリューチェーンのなかで、特にシステム設計、構築、運用・保守ならびにサービス
提供では、多くの協力会社様と連携しています。また、国内外のお取引先様からハードウェア・ソフトウェアおよびサービスなどを調達し、
社会課題の解決につながる革新的なサービスおよびソリューションの提供に努めています。 
協力会社様、お取引先様から調達した製品・サービス供給の停止、サービスの不具合やセキュリティインシデントなどによる重大な障害
の発生などは、当社グループのお客様への影響にとどまらず社会に深刻な影響を与える恐れがあり、また社会的信用やブランドイメージ
の低下など当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。このような事態を回避するための施策として、ビジネスパートナ
ーへの定期な審査や取り扱うサービス商品の品質管理に努めています。 
今後も継続的に「ビジネスパートナー」との信頼関係を構築し、バリューチェーン全体で安心・安全な製品・サービスの提供に取り組みま
す。 
 

公正な取引慣行とサプライチェーンを通じた人権・環境への配慮 

当社グループは、ビジネスパートナーとなる協力会社様、お取引先様との公正かつ透明な購買取引の実現と、人権や環境に配慮した
調達を目指し「日本ユニシスグループ購買取引行動指針」を定めています。 
また、近年の人権・環境への配慮や労働課題に関する取り組みについての社会からの要請範囲の拡大などを踏まえ、同指針の改訂を
検討しています。 
 
日本ユニシスグループ購買取引行動指針> 
https://www.unisys.co.jp/com/purchase.html 
 

情報成果物委託／役務提供取引における協力会社様との連携 

当社グループでは、情報成果物委託／役務提供取引における協力会社様とのコミュニケーションを日頃より密接に連携する中で相互
の信頼関係を構築し、公正かつ公平な購買取引を実現しています。 
また『日本ユニシスグループ コンプライアンス基本方針』のもと、法改正や制度改正に基づく手続きの変更、関係法令または各種ガイド
ライン遵守・契約の適正履行に向けて、定期刊行物の発行や協力会社様向け Web ポータルを開設しての情報提供などを行い、ビジ
ネスパートナーとして当社グループのサステナビリティについての考え方や取り組みについてご理解いただくと共に、当社グループと一体とな
った活動を進めていくことをお願いしています。 
また、当社およびユニアデックスの協力会社様向けにコンプライアンス・ホットラインを設けており、当社窓口および外部窓口（匿名可）
への報告・相談が可能となっています。 
 

物品／サービス商品調達におけるお取引先様との連携 

調達判断 

当社グループは、品質、コスト、納期、サービスに加え、環境に配慮した事業活動、持続可能な社会の発展への貢献など、総合的な
観点から調達判断を行っています。また、「グリーン調達ガイドライン」に従って、環境保全を推進しているお取引先様からの環境負荷の

https://www.unisys.co.jp/com/purchase.html


Social - 29 

少ない製品・サービスの調達を行っています。お取引先様に対して、環境に配慮した事業活動に関する調査を定期的に行い、お取引
先様との連携により環境負荷の少ない製品・サービスなどの調達（グリーン調達）を推進しています。グリーン調達に当たっては、 
ISO14001 などの外部認証取得をはじめとする環境に配慮した活動に取り組まれているお取引先様からの調達を優先的に進めていき
ます。環境に配慮した活動は、お取引先様の自主的活動であることが基本ですが、具体的には、ISO14001 などの外部認証取得や
独自環境マネジメントシステムの構築･運用、グリーン調達 および 環境保全活動に関する取り組みについてアンケート調査を実施し、
評価・判定しています。 

日本ユニシス グリーン調達ガイドライン> 
https://www.unisys.co.jp/pdf/eco_green_guideline.pdf

サステナビリティヘの取り組み（CSR）に関する調査

お取引先様においてもビジネスパートナーとして当社グループのサステナビリティへの考え方と取り組みをご理解いただくとともに、主要なお
取引先様のご協力のもと、環境保全をはじめとしたサステナビリティヘの取り組み（CSR）に関するアンケート調査を毎年実施していま
す。 

 【2018年度調査実施概要】 

・アンケート送付社数︓1,104社
・回答社数︓1,035社
・回答率︓93.8%（2017年度 78.6%）
・ 調査内容
・当社グループの購買取引行動指針に関するお取引様の理解度調査
・公平・公正な取引
・法令・社会規範の遵守
・環境への配慮・グリーン調達の推進
・紛争鉱物不使用の推進
・知的財産権の尊重
・情報の厳格な管理・保持
・協力会社様、お取引先様の選定基準
・私的利益授受の禁止
・CSR の推進
・相互発展

https://www.unisys.co.jp/pdf/eco_green_guideline.pdf
https://www.unisys.co.jp/pdf/eco_green_guideline.pdf
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社会貢献活動 

方針 

コミュニティへの貢献に対する考え方 

先進国における少子高齢化による労働力不足や、開発途上国における人口爆発、紛争などによる食料不足など、人々が地球上で
暮らしていくために解決すべき課題は数多く存在しています。 
日本ユニシスグループは、「すべての人たちとともに、人と環境にやさしい社会づくりに貢献します」という企業理念のもと、本業である ICT
サービスの提供を通じた社会への貢献に加え、「障がい者支援」「次世代育成」「地域貢献」に注力して社会貢献活動を行っています。 
 

社会貢献活動方針 

1.ICT サービスを通じて人と環境にやさしい社会づくりに貢献します 
2.社会の期待と要請に対する感性を磨く人財育成の一環として、社員によるボランティア活動などの自発的な社会参加を支援します 
3.ステークホルダーの声に真摯に耳を傾け、コミュニティに参画し、コミュニティの発展に寄与します 
 

社会貢献活動の重点分野 

当社グループの企業理念、企業行動憲章、中期経営計画における事業の注力領域、マテリアリティ（サステナビリティ重要課題）、
SDGsなどの国際課題、事業拠点がある地域や事業戦略に合致した地域特有の課題などから検討し、 「障がい者支援」「次世代育
成」「地域貢献」の 3分野を重点分野として取り組んでいます。 
個々の活動は、社会への貢献の視点と当社グループの価値の視点から企画および評価するとともに、事業所地域の自治体、地域コミ
ュニティや寄付先、社会貢献活動パートナーなどと積極的に意見交換を行い、いただいたご意見を活動の振り返りと今後の取り組みに
活かしています。 
 

重点分野 主な取り組み 社会への貢献の実績 

1. 障がい者支援 ヴァイオリニスト川畠成道氏との
パートナーシップ 

 自らも視覚障がいをもつヴァイオリニストの川畠氏を、20 年間オフィ
シャルスポンサーとして継続支援 

 コンサートに視覚障がい者をご招待し、当社社員ボランティアによる
送迎、会場内支援を実施 

 コンサート来場者 15,000名以上、招待数約 2100名、社員ボ
ランティア約 470名（人数は開始時からの延べ数） 

特例子会社 
NUL アクセシビリティ株式会社 

 完全在宅型の勤務形態とすることで、通勤が困難な障がい者も
就業できるようになり、地方在住のままでの雇用を実現 

 WEB アクセシビリティ診断サービスを提供 
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2. 次世代育成 e-ネットキャラバン  小中高生を対象にネットの安全な使い方を啓発 
 グループ会社社員が講師をつとめ 2006年から累計 138回実施 

バドミントン講習会  当社実業団バドミントン部のコーチや選手が、地元の中高生に特
別講習を提供 

 2003年から 16回開催し、参加延べ人数 800人以上 

3. 地域貢献 本社地域である江東区の豊洲
文化センターとのコラボレーション
による地域交流 
 

 12 年間にわたり、地域の子ども向けイベントで ICT やバドミントン
を学べるブース出展 

 川畠氏のチャリティコンサート、NPO などとの協働イベントや寄付活
動を実施。ホールの提供などご協力いただいている 

 コンサート参加者人数約 1000名(開始時からの延べ数) 

Table for Two との 
コラボレーションによる国際貢献 

 本社食堂にてアフリカの子供たちに給食を届けるプログラムを
2018年から実施 

災害復興支援  熊本県益城町の若者たちと未来の街づくりを考えるイベントに参画 

 

推進の仕組み 

社会貢献活動休暇・休職制度 

当社グループでは、社員の自発的な社会貢献活動を支援するための休暇・休職制度を設けています。  

社会貢献活動休暇 連続または分割して月に 5日、年に 12日以内 

社会貢献活動休職 原則 1 か月以上 2年以内 

 

社員の自発的な社会貢献活動を支援する「ユニハート」 

ユニハートは、社員の自発的な社会貢献活動の推進を奨励し、社会に貢献することを目的に 2006 年に設立しました。会員は 928
名（2019 年 3 月末日現在）。会員自らが企画・運営を行うチャリティーイベントや、NPO などへの寄付など幅広く活動しています。
当社としては、ユニハートの寄付に応じたマッチングギフトにより、会社としての支援を実施しています。 
 

寄付決定のプロセス 

社会貢献活動の寄付先および寄付額は、稟議制度に則り決定しています。 
2018年度の社会貢献活動支出額は、1500万円（日本ユニシスおよび連結子会社）でした。 
 

コミュニティ窓口 

当社グループは、どなたでもアクセスできるコーポレート社外サイト（https://www.unisys.co.jp/contact/）に、お問い合わせ窓
口を設けています。受け付けたお問い合わせ、ご意見などについては、関係部門と連携しつつ、調査、事実確認のうえ対応しています。 
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取り組み 

障がい者支援 

ヴァイオリニスト川畠成道氏とのパートナーシップによる活動 

当社グループでは、世界的ヴァイオリニストである川畠成道氏の活動に共感し、1998 年のデビュー時からオフィシャルスポンサーとして支
援しています。川畠氏は 2017年に文部科学省の「スペシャルサポート大使」に就任されています。 
2019年 1月の「日本ユニシス・プレゼンツ 川畠成道ニューイヤーコンサート 2019」では、目の不自由な方および同行者の方 150名
以上（一般向けコンサートとしては国内最大規模）を招待しました。社員ボランティアは、事前に目の不自由な方の誘導講習などを
受講してコンサートにのぞみ、毎回数十名の社員が会場案内やトイレ介助の他、希望者にはご自宅からの送迎も行っています。 
コンサート会場では点字や大きな文字、音声できけるパンフレットも配布し、ご招待者の方から感謝の言葉をいただきました。 

視覚障害者就労支援フォーラムへの協力 

特定非営利活動法人 視覚障害者パソコンアシストネットワーク（SPAN）の主催により、企業・関係機関・視覚障がい当事者などが
参加する視覚障害者就労促進フォーラム、視覚障害者就労支援セミナー、指導者勉強会などを実施しています。 
実施にあたっては、日本ユニシスグループ社会貢献クラブ「ユニハート」からの寄付と当社からのマッチングギフトを活用いただいています。 

盲導犬イベント 

目の不自由な方の社会参加促進に寄与するため、2004年より、公益財団法人 日本盲導犬協会への募金活動を続けています。 
毎年、全国で盲導犬チャリティグッズ販売会や視覚障がい・盲導犬啓発教室を開催し、街で目の不自由な方や盲導犬に出会ったとき
にできることなどを学ぶ機会となっています。  

新入社員向け視覚障がい体験講座 

当社グループの新入社員を対象に、社会課題に気づき、自分ごととしてそれを解決するモチベーションをもつための体験講座を実施して
います。 
特定非営利活動法人 視覚障害者パソコンアシストネットワーク(SPAN)による体験講座では、触覚で情報を得る体験や、アイマスク
をした相手に言葉のみで状況を説明する体験を行い、特定非営利活動法人 東京盲ろう者友の会による体験講座では、スクリーンに
表示された質問を、アイマスクをした相手に音声を使わず、手書き文字などで伝える体験を行いました。 
この体験はダイバーシティ＆インクルージョンの理解を深めるきっかけとなっています。  

目の不自由な方の誘導講習 

毎年「川畠成通ニューイヤーコンサート」で誘導サポートを行う社員および一般の社員向けに「目の不自由な方の誘導講習」を実施して
います。 
講習では、東京視覚障害者生活支援センターにご協力いただき、視覚障がいの基礎知識や、実際に目の不自由な方の役、ガイド役
に分かれて、声のかけ方、階段、トイレの誘導方法などを学んでいます。 

目の不自由な方を支援する ICT ワークショップ 

特定非営利活動法人 視覚障害者パソコンアシストネットワーク（SPAN）にご協力いただき、「目の不自由な方を支援するワークショ
ップ」を実施、音声読み上げソフトを使ったパソコンの入出力や、音声によるタブレット画面の操作などを学びました。 
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次世代育成 

e-ネットキャラバンへの社員派遣 

「e-ネットキャラバン」は、子どもたちが携帯電話やスマートフォン、インターネットを安全に利用できるように、子ども・保護者・教職員を対
象とした啓発活動です。 
一般財団法人マルチメディア振興センターが運営、総務省･文部科学省支援のもと、情報通信分野などの多くの企業・団体が協力し
て、全国で「e-ネット安心講座」を実施しています。 
当社グループは、「e-ネットキャラバン」の活動趣旨に賛同、2006 年 4 月の設立当初から参加し、講師認定講習会を受講したグルー
プ社員を講師として継続して派遣しています。 
2018年度は全国 12箇所で、講師認定された社員が講座を行いました。 

ふれあいまつりへの社員参加 

一般社団法人 江東ウィズが主催する「ふれあいまつり」に当社グループ社員が継続して参加しています。 
「ふれあいまつり」は、江東ウィズが、江東区地域の方々と障がいのある方が交流を深め、障がいのある方々の活動に対する理解を深め
るために、毎年開催しているイベントです。 
社員は、模擬店などの販売ボランティアとして、江東ウィズの子どもたちと共にバナナジュースやフルーツポンチを作って販売しています。 

ファミリーハウスでのパソコンボランティア 

難病の子どもとその家族のための滞在施設を提供している認定非営利特定法人ファミリーハウスで、各滞在施設に置かれたパソコンの
定期チェックやその他の活動に、2010年から継続して当社グループ社員が ICT を活かしたパソコンボランティアとしてかかわっています。 

日本ユニシス実業団バドミントン部 

日本ユニシス実業団バドミントン部は、女子ダブルス高橋礼華・松友美佐紀をはじめとする日本代表が 16 名所属する男女チームです。 
2000 年シドニーオリンピックから５大会連続で日本代表選手を輩出し、国内では 2017 年の実業団選手権大会において 2 度目の
男女同時優勝を果たしました。 
また、本社の所在する東京都江東区内の小学・中学・高校生をはじめとする多くの子どもたちを対象にバドミントン講習会を定期的に
開催し、バドミントンの楽しさを積極的に伝えるとともに、スポーツを通じた青少年の健全な育成に寄与していきたいと考えています。 
 
日本ユニシス実業団バドミントン部 > 

https://www.unisys.co.jp/com/sponsors/badminton/ 

 
  

https://www.unisys.co.jp/com/sponsors/badminton/
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地域貢献（地域連携） 

川畠成道チャリティコンサート 

東京都江東区の豊洲シビックセンターホールで川畠成道氏のチャリティコンサートを「地域住民の方々と 共に感じ、共に考えるイベント」
として開催しています。 
このコンサートでは、来場者に演奏を楽しんで頂くとともに、全員がコンサート中にアイマスクをして演奏を鑑賞する「視覚にたよらない美
的体験」や「視覚障がいや盲導犬について知る講座」、「盲導犬 PR犬との体験歩行」、「音声ソフトを使ってパンフレットの内容をスマー
トフォンや携帯電話の音声で聞く体験」などを実施しています。来場者が楽しみながら、多様性のある社会を理解し、身近で困っている
方に出会った時に「声かけ・サポート」ができるようになることをめざしています。 

豊洲フェスタへの協力 

豊洲フェスタは、公益財団法人 江東区文化コミュニティ財団 江東区豊洲文化センターが、豊洲地域の企業や団体と地域の方々と
の交流のために毎年秋に開催しているイベントです。 当社グループは地域貢献として、2005 年度から毎年、子どもたち向けに ICT を
身近に感じてもらえる機会を提供しています。 
2018 年 10 月 27 日（土）・28（日）両日、”第 25 回豊洲フェスタ"に、「バドミントンに触れて楽しもう︕」というテーマで、日本ユ
ニシス実業団バドミントン部選手の等身大パネルとともに写真が撮れるブースや、選手へのメッセージ（ぬりえ）が楽しめるブースなどを
設置しました。2 日間でのべ約 500 名の方がブースに立ち寄り、約 370 名の方が写真撮影や選手へのメッセージ（ぬりえ）作成など
に参加してくれました。 

地域ネットワークへの参加 

江東区に事業所がある企業・大学などが集まる、「江東区社会貢献ネットワーク」（こらぼら）に参加し、「江東区における社会貢献活
動の活性化」をテーマに活動を行っています。定例会での情報交換を行う他、地域の合同清掃、江東区民まつりなどの区内イベントに
合同で参加しています。  

地域のクリーン活動 

社員有志の「豊洲キレイにし隊︕」が、昼休みを利用して定期的に清掃活動を行っています。 
2004 年に社員の提案によりスタート、2007 年からは豊洲地区の企業や団体による合同清掃の一環として開催、地域全体で多くの
方が参加しています。 
参加することで、Foresight in sight POINT（F-POINT）※ がたまる社内制度を実施しています。 
支社支店でも、中部支社での堀川「宮の渡し公園」清掃など、さまざまなクリーンアップ活動を行っています。 
※ F-POINT︓当社グループのポイント制度。社員が感謝したい相手に対して贈ったり、チャレンジ・変革・努力に対して付与されます。 

地域販売会の実施 

本社ビルでは、江東区内の障がい者施設で作られた製品の販売会を定期的に実施しています。販売会では、社員ボランティアが施設
利用者の方々と共に販売や呼びかけを行い、交流の場ともなっています。 
また、北海道支店では「札幌市手をつなぐ育成会」が札幌市からの委託販売事業として店舗運営している「いこ～る」による販売会を
実施しています。 
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地域雇用への取り組み 

当社グループは、地域雇用創出や地域活性化につながるさまざまな ICT サービスの提供を行っています。 

また、当社の 100％子会社として設立し、2019 年 2 月に日本ユニシス株式会社の特例子会社となった NUL アクセシビリティは、当

社グループのノウハウと技術力を活かし、遠隔地でも仕事ができる環境づくりを行い、完全在宅型の勤務形態とすることで、通勤が困難
な障がい者の就業を可能とし、地方在住のままでの雇用を実現しています。 
NUL アクセシビリティ株式会社> 

https://nul-acc.co.jp/ 

地域貢献（国際協力） 

TABLE FOR TWO への参加を通じた開発途上国の飢餓解消への貢献 

開発途上国の飢餓と先進国の肥満や生活習慣病の解消を目指した、社会貢献プログラム「TABLE FOR TWO」に、気軽に参加で
きる社会貢献活動の機会として参加しています。 
本社ビルの社員食堂２カ所で対象メニューを提供し、利用者が対象メニューを食べるごとに開発途上国の子どもたちの学校給食 1 食
分の 20 円が寄付される仕組みです。 
日本ユニシス実業団バドミントン選手や当社グループのアンバサダーを務める 倉木麻衣さんなどが監修した特別メニューの提供も毎月
行い、積極的な利用を通じて社会貢献活動への理解と浸透を図っています。 

「ステナイ生活キャンペーン」を通じた児童労働解消への貢献 

「ステナイ生活キャンペーン」は、不用品を捨てずに国際協力へ活かすというコンセプトのもと、書き損じはがきや古本・中古 CD/DVD な
どを集め、収益金を「特定非営利活動法人 シャプラニール＝市民による海外協力の会」（以下「シャプラニール」）を通じ、国際貢献
に役立てる活動で、全国の当社グループ社員の協力のもと毎年実施しています。 
2018 年度は約 1,000 点の物品が集まりました。シャプラニールの「子どもの夢基金」を通じ、バングラデシュやネパールにおける児童労
働を予防し減らすための資金として活用されます。 

地域貢献（被災地支援） 

東日本大震災復興支援活動 

•2012年 4月から 2015年 9月まで、2名の技術者を岩手県上閉伊郡の大槌町役場に派遣しました。
•日本ユニシス実業団バドミントン部は、2014 年 8 月に大槌町で次世代育成支援の一環として、子どもたち向けのバドミントン講習
会を実施しました。
•日本ユニシスグループ社会貢献クラブ「ユニハート」は、2011 年度から継続して東日本大震災復興支援活動を行なっている団体に
寄付を実施するほか、社内でチャリティ販売会などを実施しています。

熊本地震に関する支援活動（益城町） 

益城町を明るくするイベント「益城町の文化祭 MASHIFES」が 2018年 7月 28日（土）に益城町保健福祉センター「はぴねす」
にて開催され、小学生の子どもたちを対象にした「日本ユニシスこども実験教室」を開催しました。 
若者応援・社会貢献活動のシンボルとして日本ユニシスと共に活動している倉木麻衣さんも駆けつけ、復興にはずみをつける機会となり
ました。 

https://nul-acc.co.jp/
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ユニハートの活動 

ユニハート寄付先団体（2018年度） 

障がいを持つ方たちのために活動している団体 
１．視覚障害者パソコンアシストネットワーク（SPAN） 
２．日本盲導犬協会 
３．シネマ・アクセス・パートナーズ 
４．福岡中失難聴者支援福祉協会 
５．東京盲ろう者友の会 
６．Chupki（チュプキ） 
７．埼玉県聴覚障がい者サッカー部 

子どもたちのために活動している団体 
１．マルチメディア振興センター（e-ネットキャラバン） 
２．ファミリーハウス 
３．江東ウィズ 
４．わんぱくクラブ育成会 
５．札幌市手をつなぐ育成会 
６．ブリッジ・フォー・スマイル 
７．シャプラニール＝市民による海外協力の会 

寄付先との交流 

ユニハートでは、定期的に寄付先との交流イベントを実施しています。 
2018 年 10 月に開催した交流イベントでは、2017 年度の寄付先に参加いただき、寄付先団体紹介、グッズ販売、体験講座などを
行い、寄付先団体と社員が直接交流する機会となりました。 
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